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北海道指定有害動植物等総合防除計画 

 

目次 

Ⅰ 指定有害動植物等の総合防除の実施に関する基本的な事項 

１ 趣旨 

（１）有害動植物の防除の重要性                      ５ 

（２）気候変動を背景とした有害動植物のまん延リスクの高まり        ５ 

（３）化学農薬に過度に依存した防除による影響               ５ 

（４）国による「みどりの食料システム戦略」の策定             ５ 

（５）総合防除の推進の意義                        ６ 

（６）国による指定有害動植物の総合防除の推進               ６ 

（７）本道における指定有害動植物の総合防除の推進             ６ 

（８）総合防除の推進に係るＳＤＧｓのゴール                ６ 

（９）計画期間                              ８ 

２ 病害虫防除の基本事項 

（１）総合防除の実施                           ８ 

（２）総合防除の内容                           ８ 

 ① 農林水産大臣が定める指定有害動植物                 ８ 

 ② 指定有害動植物を除く有害動植物                  １４ 

（３）総合防除の推進                          ２６ 

（４）発生予察に基づいた適正防除                    ２７ 

（５）防除組織の整備及び共同防除の推進                 ２７ 

３ 農薬の安全・適正使用に関する基本事項                ２７ 

Ⅱ 指定有害動植物等の種類ごとの総合防除の内容 

１ 各作物の防除方法 

（１）水稲                               ２７ 

（２）麦類                               ４８ 

（３）とうもろこし                           ５７ 

（４）大豆                               ６０ 

（５）小豆                               ６８ 

（６）菜豆（いんげんまめ）                       ７４ 

（７）えんどう（えんどうまめ、さやえんどう及び実えんどう）       ７８ 

（８）ばれいしょ                            ８１ 

（９）てんさい                             ９４ 

（１０）そば                             １０１ 

（１１）せんきゅう                          １０２ 

（１２）ひまわり                           １０２ 
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（１３）だいこん                           １０２ 

（１４）にんじん                           １０９ 

（１５）ごぼう                            １１２ 

（１６）ながいも                           １１５ 

（１７）はくさい                           １１６ 

（１８）キャベツ                           １２０ 

（１９）こまつな                           １２６ 

（２０）チンゲンサイ                         １２８ 

（２１）ブロッコリー                         １２９ 

（２２）カリフラワー                         １３４ 

（２３）レタス                            １３６ 

（２４）セルリー                           １３７ 

（２５）ほうれんそう                         １３９ 

（２６）ねぎ                             １４４ 

（２７）たまねぎ                           １４９ 

（２８）なす                             １５５ 

（２９）トマト                            １５６ 

（３０）ミニトマト                          １６８ 

（３１）ピーマン                           １７０ 

（３２）きゅうり                           １７３ 

（３３）かぼちゃ                           １８０ 

（３４）すいか                            １８２ 

（３５）メロン                            １８５ 

（３６）まくわうり                          １９３ 

（３７）アスパラガス                         １９３ 

（３８）いちご                            １９７ 

（３９）食用ゆり                           ２０５ 

（４０）にんにく                           ２０７ 

（４１）わさびだいこん                        ２０８ 

（４２）にら                             ２０９ 

（４３）花き類                            ２１０ 

（４４）りんご                            ２１２ 

（４５）なし                             ２２０ 

（４６）ぶどう                            ２２４ 

（４７）おうとう                           ２２８ 

（４８）うめ                             ２３０ 

（４９）もも                             ２３１ 
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（５０）ハスカップ                          ２３１ 

（５１）飼料作物                            ２３３ 

２ 雑草の防除方法 

（１）除草剤使用上の基本事項                     ２３４ 

（２）水稲                              ２３４ 

（３）畑作物、園芸作物、飼料作物・草地                ２３６ 

Ⅲ 法第 24 条第１項に規定する異常発生時防除の内容及び実施体制に関する事項 

 （１）異常発生時防除の内容                      ２３８ 

 （２）異常発生時防除の実施体制                    ２４１ 

Ⅳ 指定有害動植物等の防除に係る指導の実施体制並びに市町村及び農業者の組織する

団体その他の農業に関する団体との連携に関する事項 

（１）道                                ２４１ 

（２）市町村                              ２４１ 

（３）独立行政法人や大学等の試験研究機関                ２４２ 

（４）農業者団体                            ２４２ 

（５）防除等に関する専門的知見を持つ団体、民間事業者          ２４２ 

（６）農業者                              ２４３ 

Ⅴ その他必要な事項 

１ 農薬の適正使用に関する留意事項 

（１）散布前                             ２４３ 

（２）散布中                             ２４５ 

（３）散布後                             ２４６ 

（４）保管管理                            ２４７ 

（５）空容器の処分                          ２４７ 

２ 使用上、特に注意を要する農薬 

（１）人畜毒性の強い農薬                       ２５０ 

（２）水質汚濁性農薬や魚毒性の強い農薬                ２５２ 

（３）危険物に該当する農薬                      ２５２ 

３ 農薬中毒への対応                         ２５２ 

（１）原因物質の確認                         ２５３ 

（２）応急対応                            ２５３ 

（３）医師の診断                           ２５３ 

４ 事故等への対応 

（１）紛失等の場合                          ２５４ 

（２）流出等の場合                          ２５４ 

５ 周辺住民への配慮 

（１）農薬や防除器具の選定                      ２５４ 
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（２）事前通知                            ２５５ 

（３）気象条件・時間                         ２５５ 

（４）シート被覆などの揮散防止措置                  ２５５ 

（５）散布後の点検作業                        ２５５ 

（６）防除への理解                          ２５５ 

（７）住宅地等における農薬使用                    ２５５ 

６ 家畜・蜜蜂などに対する配慮                    ２５５ 

７ 薬害防止への配慮 

（１）品種の違いによる薬害                      ２５６ 

（２）生育状況の違いによる薬害                    ２５６ 

（３）気象条件の違いによる薬害                    ２５６ 

（４）土壌の性質等による薬害                     ２５６ 

（５）農薬の混用と散布間隔による薬害                 ２５７ 

８ 作物における農薬残留とドリフト防止について 

（１）ポジティブリスト制度の概要                   ２５７ 

（２）農薬飛散（ドリフト）防止対策                  ２５８ 

（３）後作物への残留・薬害対策                    ２５９ 

９ 短期暴露評価の導入による農薬の使用方法の変更について       ２５９ 

１０ 薬剤耐性及び抵抗性に関する情報について 

（１）殺菌剤                             ２６１ 

（２）殺虫剤                             ２６４ 

（３）その他薬剤耐性菌に関する情報                  ２６５ 

１１ 参考資料 

（１）農薬取締法                           ２７７ 

（２）農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令          ２７８ 

（３）無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン   ２８１ 

（４）無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン  ２８６ 

（５）空中散布用農薬に関する情報                   ２９１ 

（６）稲発酵粗飼料生産における農薬使用について            ２９２ 

（７）農薬希釈早見表等                        ２９４ 

（８）インターネットで公開されている病害虫及び農薬関連情報      ２９５ 


